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227 業務要求水準書（案） 54 第６ ２
２-２
(１)

既存施設

既存施設の利用料金を変更しようとする場合は、いつどのように手続きを
行うのでしょうか。

都市公園条例に定めた利用料金を変更するには、条例を改正する必要がありま
す。議案の提出は、議会の３カ月前に改正内容と理由を庁内で認知を図りま
す。議決後、利用料金変更の周知期間を３カ月～６カ月程度必要になります。

284 業務要求水準書（案） 86 第８ １ (２) 実施条件

イベント等で利用者からの利用料金収受が発生する自主事業を実施し、事
業者に行政財産使用料等の費用が発生する場合、当該費用の積算基準をご
教示願います。

事業者が指定管理者として行う自主事業であれば、市と協議の上、イベント等
を行うことは可能です。各種許可等に係る料金は、事業者が指定管理者に支払
うため、利用料金収入として計上する必要があり、プロフィットシェアの対象
になります。第三者がイベント等を行う場合は、指定管理者として岡崎市都市
公園条例に基づき許可業務を行い、料金を徴収して下さい。イベントの内容に
疑義がある場合は市に相談して下さい。

289 業務要求水準書（案） 87 第８ １ (３) 自由提案施設の留意点
自由提案施設の設置管理許可使用料は、自由提案施設のどの面積となりま
すか。

建築物の場合は建築面積、工作物の場合は設置面積及び垂直投影面積が基本と
なりますが、一体的に施設として機能を発揮する工作物等の面積も含まれま
す。

290 業務要求水準書（案） 87 第９ ２ (３) 実施条件
利用料金収受の発生がない民間自主事業は減免対象とありますが、何が減
免されるのかご教示お願いします。

各種許可等に係る料金が減免対象ですが、減免の可否については、事業の内容
等によって判断されます。


